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平成３０年８月２９日判決言渡 

平成２９年（ネ）第１００９４号 特許権侵害差止等請求控訴事件 

平成３０年（ネ）第１０００３号 同附帯控訴事件 

（原審・大阪地方裁判所平成２７年（ワ）第３１３４号） 

口頭弁論終結日 平成３０年６月４日 

判        決 

 

控訴人・附帯被控訴人（一審被告） 

               株 式 会 社 コ ス メ ッ ク 

      

  

     控訴人・附帯被控訴人（一審被告） 

                    株式会社コスメックエンジニアリング 

      

上記両名訴訟代理人弁護士   井 上 裕 史 

同              冨 田 信 雄 

同              田 上 洋 平 

  

     被控訴人・附帯控訴人（一審原告） 

     パ ス カ ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 

      

     同訴訟代理人弁護士      別  城  信 太 郎 

     同訴訟代理人弁理士      深 見 久 郎 

     同              佐 々 木  眞  人 

     同              高 橋 智 洋 

            主        文 
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１ 控訴人（附帯被控訴人）らの本件控訴を棄却する。 

 ２ 附帯控訴人（被控訴人）の本件附帯控訴に基づき，原判決主文第

１～３項を次のとおり変更する。 

(1) 附帯被控訴人（控訴人）らは，原判決別紙物件目録記載の各

製品を製造し，販売し，輸出若しくは輸入し，又は販売の申出

（販売のための展示を含む。）をしてはならない。 

(2) 附帯被控訴人（控訴人）らは，附帯控訴人（被控訴人）に対

し，連帯して，４１８７万１０００円及びうち３１０６万２５

００円に対する平成２７年４月１１日から，うち１０８０万８

５００円に対する平成２９年３月６日から各支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

(3) 附帯控訴人（被控訴人）のその余の請求をいずれも棄却する。 

 ３ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１０分し，その９を控訴

人（附帯被控訴人）らの連帯負担とし，その余を被控訴人（附帯控

訴人）の負担とする。 

 ４ この判決は，第２項(1)及び(2)に限り，仮に執行することができ

る。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 控訴の趣旨 

  (1) 原判決を取り消す。 

  (2) 被控訴人（附帯控訴人）の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 附帯控訴の趣旨 

  (1) 原判決のうち「原告のその余の請求をいずれも棄却する。」とある部分を

取り消す。 

(2) 附帯被控訴人（控訴人）らは，附帯控訴人（被控訴人）に対し，連帯し
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て，４５９０万６６００円，及び，うち３３９０万３２００円に対する平成２７年

４月１１日から，うち１２００万３４００円に対する平成２９年３月６日から，各

支払済みまで，年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要（以下，用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほ

かは，原判決に従い，原判決に「原告」とあるのを「被控訴人・附帯控訴人」に，

「被告」とあるのを「控訴人・附帯被控訴人」に，適宜読み替える。また，原判決

の引用部分の「別紙」をすべて「原判決別紙」と改める。なお，書証の掲記は，枝

番号を全て含むときは，枝番号の記載を省略する。） 

１ 事案の要旨 

本件は，①発明の名称を「位置検出装置」とする発明についての特許権（特許第

５３３７３２３号。以下「本件特許権１」といい，その特許を「本件特許１」とい

う。）及び②発明の名称を「位置検知装置」とする発明についての特許権（特許第

５６６６６６０号。以下，その特許を「本件特許２」という。）の特許権者である

被控訴人（附帯控訴人・一審原告。以下，単に「被控訴人」という。）が，控訴人

（附帯被控訴人・一審被告。以下，単に「控訴人」という。）株式会社コスメック

エンジニアリング（以下「控訴人エンジニアリング」という。）が業として製造し，

控訴人株式会社コスメック（以下「控訴人コスメック」という。）が業として販売

する被告製品１（原判決別紙物件目録記載１の各センシングバルブ付スイングクラ

ンプ），同２～４（原判決別紙物件目録記載２～４の各センシングバルブ付リンク

クランプ）及び同５～７（原判決別紙物件目録記載５～７の各センシングバルブ付

リフトシリンダ。以下，被告製品１～７を併せて「被告各製品」という。）が，本

件発明１－１（本件特許１の請求項１に係る発明）及び本件発明１－２（本件特許

１の請求項２に係る発明）並びに本件発明２－１（本件特許２の請求項１に係る発

明）及び本件発明２－２（本件特許２の請求項２に係る発明）の技術的範囲に属す

る（損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製

品も含む。）として，控訴人らに対し，①本件各特許権に基づき，被告各製品の製
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造，販売等の差止め（特許法１００条１項），②本件各特許権に基づき，被告各製

品及びその半製品の廃棄（特許法１００条２項），③本件各特許権の侵害による不

法行為に基づく損害賠償として，平成２５年８月９日から平成２９年３月６日まで

の譲渡に係る損害賠償金４６４６万４２００円（控訴人らが得た利益の額に相当す

る損害金４２２４万４２００円と弁護士費用相当額４２２万円の合計額）及びこれ

に対する平成２７年４月１１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定

の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

原判決は，①被告各製品の製造，販売等は，本件特許権１の侵害行為であり，控

訴人らが被告各製品を製造，販売等するおそれが認められるとして，被告各製品の

製造，販売等の差止請求を認容し，②被告各製品の在庫が存在しないことから，被

告各製品の廃棄請求は，必要性がないとして，棄却し，③被告各製品及びこれらと

型番が異なるだけで同一の構成の製品の製造，販売は，本件特許権１の侵害行為で

あるところ，本件特許権１の特許公報発行日である平成２５年１１月６日から平成

２９年３月６日までの期間の製造販売について，控訴人らの過失が認められるとし

て，当該期間に控訴人らが得た利益の額合計３８６４万５０００円（平成２５年１

１月６日から訴状により請求された平成２７年２月２８日までの販売によって控訴

人らが得た利益の額２８５４万円，訴状提出後に請求された平成２７年３月１日か

ら平成２９年３月６日までの販売によって控訴人らが得た利益の額１０１０万５０

００円）の９５％である３６７１万２７５０円（平成２５年１１月６日から平成２

７年２月２８日までの販売によるもの２７１１万３０００円，平成２７年３月１日

から平成２９年３月６日までの販売によるもの９５９万９７５０円）及び弁護士費

用相当額３６７万円（平成２５年１１月６日から平成２７年２月２８日までの販売

に係るもの２７１万円，平成２７年３月１日から平成２９年３月６日までの販売に

係るもの９６万円）の合計４０３８万２７５０円の損害賠償金，及び，平成２５年

１１月６日から平成２７年２月２８日までの販売に係る損害賠償金合計２９８２万

３０００円に対する不法行為後である平成２７年４月１１日から，平成２７年３月
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１日から平成２９年３月６日までの販売に係る損害賠償金合計１０５５万９７５０

円に対する不法行為後である平成２９年３月６日から，各支払済みまで，民法所定

の年５分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求める限度で，被控訴人の控訴人

らに対する共同不法行為による損害賠償請求を認容し，その余の請求を棄却したた

め，控訴人らは，これを不服として本件控訴を提起し，被控訴人は，本件附帯控訴

を提起した。 

２ 前提事実 

原判決「事実及び理由」の第２の２（３頁１３行目～４頁２０行目）に記載のと

おりであるから，これを引用する。 

３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり，当審における主張を追加す

るほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３のうち，４頁２１行目～２６行目，

５頁１２行目，同第２の４のうち，５頁１３行目～１１頁２６行目，２５頁１８行

目～２８頁１４行目に記載のとおりであるから，これを引用する（なお，控訴人ら

は，当審において，原審で主張した無効理由の主張を全部撤回した。）。 

ただし，原判決８頁２０行目の「このことは，」を削除し，同頁２３行目の「有

することになる」の後に「こと」を加え，１０頁１８行目の「所定の位置」を「所

定位置」と，同頁２３行目の「前記所定の位置」を「前記所定位置」と，同行目～

２４行目の「達したことを」を「あることが」と，２５頁２１行目～２３行目の

「被告製品１等・・・合計３７３個」を「被告製品１等を合計６７１個（平成２５

年８月９日から同年１１月５日まで８個，同月６日から平成２９年３月６日まで６

６３個），被告製品２～４等を合計２２２個（平成２５年８月９日から同年１１月

５日まで８個，同月６日から平成２９年３月６日まで２１４個），被告製品５～７

等を合計３７３個（平成２５年８月９日から同年１１月５日まで１個，同月６日か

ら平成２９年３月６日まで３７２個）」と，２６頁７行目の「１０月３日」を「１

１月６日」と，それぞれ改める。 
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（当審における当事者の主張） 

 １ 控訴人ら 

  (1) 構成要件１Ｅに関する判断の誤り 

   ア 往復制御の「位置検出装置」は，出力部材の往復制御を目的として，出

力部材が行程端に達した状態（行程端に達していること）を検知するものであるか

ら，本件発明１－１は，事前に特定された「所定の位置」を検知することを要件と

する「位置検出装置」であると解釈されるべきである。 

被告各製品等の「確認バルブ」が，構成要件１Ｅの「位置検出装置」として使用

されていると評価されるためには，被告各製品等のユーザの環境において，当該

ユーザが検出したい「所定の位置」を設定し，時間遅れの分だけ先に進んだ位置が

どの程度かを調査し，その誤差を補正するために当該「所定の位置」を検知するた

めの条件（エア圧センサの設定圧の設定，エア供給回路の調整など）を設定する必

要がある。 

しかし，被告各製品等のユーザは，エアキャッチセンサの設定圧を各自の設備に

おいて問題がないように適宜選択しており，特定の「所定の位置」の時間遅れを考

慮していないのであって，被告各製品等は，現実には，「所定の位置を検知」する

「位置検出装置」として用いられていない。 

したがって，被告各製品等は，本件発明１－１の構成要件１Ｅの「位置検出装置」

には該当しない。 

  イ 仮に，被告各製品等の確認バルブが何らかの位置検出に使用されている

としても，被告各製品等のユーザが検出しているのは，「（出力部材が）行程端に達

した位置」であり，本件発明１－１の「所定の位置（行程端に達する前の位置）」

ではない。 

したがって，被告各製品等の「確認バルブ（弁機構）」は，本件発明１－１にお

ける「所定の位置を検出する」という技術的思想がないから，その技術的範囲に属

さない。 
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  (2) 乙３５発明を主引例とする進歩性欠如 

   ア 本件発明１－１と本件特許１の原出願日前に公然実施されていた発明

（乙３５。以下「乙３５発明」という。）の相違点 

(ｱ) 相違点Ａ 

開閉弁機構の使用目的について，本件発明１－１は，「出力部材が所定の位置に

達したことを検知可能に構成したことを特徴とする位置検出装置」であるのに対し，

乙３５発明は，「出力部材が所定の位置に達した（出力部材が下降限界位置に動作

した）であろうことを確認可能に構成したことを特徴とする確認バルブ」である。 

(ｲ) 相違点Ｂ 

弁部材を出力部材側に進出させる構成について，本件発明１－１は「（油室から

油圧導入路を介して導入した圧油による）油室導入室の油圧力」により弁体を進出

させるのに対し，乙３５発明は「バネ力」のみで弁体を進出させる。 

  イ 相違点に係る構成の容易想到性 

(ｱ) 相違点Ａについて 

控訴人らは，相違点Ａに関し，「位置検出装置」と「確認バルブ」との相違によ

り，必ずしも同一であるとは考えていないが，被控訴人は，別件訴訟において，乙

３５発明と同様の「ロック動作確認バルブ」等が本件特許１の「位置検出装置」に

相当すると主張したから，乙３５発明の確認バルブと本件発明１－１の「位置検出

装置」とが異なる技術事項であると主張することは，信義則に反し，許されない。 

したがって，相違点Ａは，実質的に存在しない。 

(ｲ) 相違点Ｂについて 

     ａ 乙６には，相違点Ｂに係る本件発明１－１と同一の構成である「開

閉弁機構の弁部材の出力部材側に進出させる構成について，「（油室から油圧導入路

を介して導入した圧油による）油圧導入室の油圧力」により弁体を進出させ，前記

開閉弁機構の油圧導入路は，前記弁体の軸心近傍部に貫通状にかつ前記弁体の装着

方向と並行に形成されたこと」という技術的事項（以下「乙６事項」という。）が
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記載されている。 

ｂ 乙３５発明及び乙６事項は，いずれも，弁機構によって開閉される

流路の圧力変化を介して出力部材の動作を確認する，又は，位置を検出するという

点で技術分野が同一であり，シリンダ本体に組み込まれた「弁体」をシリンダ内部

の出力部材側に進出させるという課題も同一である。 

また，乙６には，弁体をシリンダの油室に進出させるためにバネ力のみを利用す

ること（図１０），上記の油圧のみを利用すること（差圧ピストン）も可能である

こと（図１１）が明示されており，乙３５発明（バネ力のみによる弁体の進出）を

乙６事項（油圧シリンダの油圧による弁体の進出）に置換する具体的な示唆がある。 

したがって，乙３５発明に乙６事項を適用する具体的な動機付けがあるから，当

業者は，乙３５発明に乙６事項を適用して，本件発明１－１を容易に想到する。 

ｃ(a) 乙６の図１０や１１に接した当業者は，弁体でバネを進出させ

る代わりに，作動流体で進出させることを理解する。 

そして，弁体を進出させるために，乙３５の検出ロッド（弁体）の断面が最も大

きいところに作動流体を導入させ，弁体を進出させることに容易に想到する。 

また，乙６と同様に弁体の下方に油圧導入室を設けると考えたとしても，乙６の

図１１と同様に，エア通路の一部として，弁体の外周に開閉用の溝を設けることに

容易に想到する。油圧導入室を適用することにより，エア通路の流路が塞がれるこ

とは，乙６の図１０と１１においても同様である。 

当業者は，乙６の図１０と１１から，エア通路を迂回させることを容易に想到す

るのであり，阻害要因になり得ない。 

(b) 弁体をシリンダ内部に進出させる方法として，バネを用いて進

出させる方法と流体圧導入室を用いて進出させる方法が，当業者にとって容易に相

互選択可能な技術事項であることに関しては，作動流体と制御流体が同一であるか

どうかは無関係である。 

 乙６に記載されたシリンダ装置全体では，四方弁３６のピストン４５に作用する
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制御流体と，ピストン２１に作用する駆動流体について，圧力は移管３９から流入

する加圧油を共有して用いることにより，格別の作用効果を奏するかもしれない。 

 しかし，弁体を進出させる方法として，バネ力による押圧力で進出させる方法，

油圧による押圧力で進出させる方法，バネ力による押圧力と油圧による押圧力の併

用で進出させる方法は，当業者が適宜選択可能であり，そのことは，乙６に明確に

記載されているから，乙６事項は，乙６に記載されたシリンダ装置全体の作用効果

とは無関係である。 

 乙６における「駆動流体と制御流体とが同一である」とは，「同一の供給源」を

利用していることを意味するにすぎず，制御流体と駆動流体に同一の供給源を利用

する場合（乙６）と別の供給源を使用する場合（乙３５）では，弁体に作用する力

は同一であるから，乙６事項を乙３５発明に適用する場合，これを阻害する事情は

ない。 

 ピストン位置を検出するための検出ロッドをバネの付勢力によって進出させる構

成には，当該検出ロッドを確実に進出させるという点で課題があることが周知であ

り，当該課題を解決するため，当該検出ロッドを作動室の圧力流体を利用して進出

させることは，周知技術であった（乙１５，３８，３９）。したがって，乙３５発

明と乙６発明に接した当業者は，前記周知技術を参照して，乙３５におけるバネ力

のみによる弁体の進出を，油圧導入室の油圧力により弁体を進出する構成に置換し

て，本件発明１－１と乙３５発明との間の相違点Ｂの構成に至る。 

   (ｳ)  なお，被控訴人は，後記相違点Ｃが存在すると主張する。 

しかし，流体圧シリンダの「シリンダ本体」は，単に「ピストンが往復運動する

円筒形の内面を形成する部分」ではなく，「ピストンとともに作動流体を密閉する

部品」を包含するものである。 

乙３５発明は，ボディとキャップに加えて，弁体とそれを保持するマニホールド

が存在することにより，「作動流体を密閉」することができるのであり，乙３５発

明のマニホールドは，シリンダ本体の一部であるから，乙３５発明は，「シリンダ
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本体内に形成されたエア通路」を備える。 

シリンダ本体の一部を構成するブロックがマニホールドとしての機能を有するこ

とは一般的であり，マニホールドとシリンダ本体とは，技術的に相反する部材であ

るとか，必ず別部材であるとかいうものではない。 

乙３５には，マニホールドを備えない製品の記載があるが，マニホールドのない

製品は，弁体の挿入口がないことから，ボディとキャップのみで作動流体を密閉で

き，ボディとキャップだけでシリンダ本体が構成されている。これに対し，乙３５

発明は，マニホールドがなければ，作動流体を密閉できず，シリンダ本体として機

能しないから，マニホールドなしではシリンダ本体を構成できないのであり，マニ

ホールドがシリンダ本体から除外される理由にならない。 

また，仮に相違点Ｃが存するとしても，シリンダ本体である端部ブロックをマニ

ホールドとすることは，周知の技術事項であった（乙８，５１）から，マニホール

ドをキャップと一体にして「シリンダ本体」とすることは，当業者に容易想到であ

る。 

   (ｴ) 小括 

よって，本件発明１－１には，特許法２９条２項に違反する無効理由がある。 

  ウ 被控訴人の時機に後れた攻撃防御方法であるとの主張について 

(ｱ) 乙３５発明の内部構造は，頒布されたカタログなどに記載されてお

らず，実施品をもって主張立証せざるを得ないものであるところ，控訴人らは，公

然実施品を納入した顧客に協力を依頼し，顧客が現実に使用している公然実施品の

引渡しを受け，内部構造を明確にした上で，公然実施品に基づいて本件発明１－１

は容易想到であることを主張，立証した。 

顧客に対し現実に使用している公然実施品の引渡しを求めることは，顧客に多大

な迷惑を掛けるものであり，安易に行うことはできなかったため，控訴人らは，原

審において刊行物に記載された発明を主引例として無効理由を主張したが，原審に

おいて認められなかったため，やむを得ず，顧客に依頼して公然実施品の引渡しを
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受けて当審での無効主張をした。 

したがって，原審において公然実施品に基づく無効主張をしていないことは，合

理的理由がある。 

そして，控訴人らは，控訴理由書の提出期限までに新たな無効理由として主張，

立証している。 

したがって，上記の主張，立証は，時機に後れた攻撃防御方法とはいえない。 

(ｲ) 控訴人らが主張した内容は，①「マニホールド」が「シリンダ本体」

に含まれるか，又は，当業者が容易に想到するか，②弁体を進出させる方法として，

「バネ」を利用した公然実施発明を「油圧導入室」を利用した構造に置換できるか

という二つの争点しかなく，審理を遅延させるようなものではない。 

(3) 損害額 

ア 本件発明１－１の「位置検出装置」に相当するのは被告各製品等の「確

認バルブ」の部分のみであること 

被告各製品等は，確認バルブ付きの「クランプ装置」等であり，本件発明１－１

の「位置検出装置」に相当するのは，「確認バルブ」の部分にすぎない。 

控訴人らは，確認バルブのない「クランプ装置」等も販売しており（乙４８～５

０），「確認バルブ」がクランプ装置等において中心的役割を果たしているものでは

ない。 

また，本件発明１－１を実施しなくとも，確認バルブ付きの「クランプ装置」等

の小型化は可能であり，本件発明１－１の作用効果は顕著なものではない。 

そうすると，控訴人らが得られた販売利益に占める「確認バルブ」の貢献度は，

「確認バルブ付きクランプ装置」と「確認バルブなしのクランプ装置」の価格の差

額を超えるものではなく，被告各製品等における「確認バルブ」の寄与度は，多く

とも３０％を上回らない。 

イ 「クランプ部材」の存在による減額 

被告製品１～４（ＬＨＷ，ＬＫＷ）に「クランプ部材」が含まれていないことは
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認めるが，原判決は，クランプ部材がなくとも，位置検出装置部分が占める割合は

９５％であると認定しているのであって，被告各製品等におけるクランプ部材の有

無は，本件発明１－１の寄与率に影響を与えるものではない。 

ウ 他の特許発明の実施 

別紙控訴審販売数表の実施発明欄記載のとおり，被告各製品等のうち，ＬＨＷ，

ＬＨＡ，ＬＹの「確認バルブ」には，特許第６０７６７３５号（乙３１の１）の請

求項１～５及び７に係る各特許（以下，併せて「乙３１－１特許」という。），ＬＬ

Ｗ，ＬＬＷＹ，ＬＹの「確認バルブ」には，特許第６０９２７１０号（乙３１の２）

の請求項１１，ＬＨＷ，ＬＨＡ，ＬＹの「確認バルブ」には，同請求項２に係る各

特許（以下，併せて「乙３１－２特許」という。）が実施されている。 

複数の特許発明が一つの製品に実施されている場合は，損害額は，実施されてい

る特許発明の数で案分されるべきである。 

そうすると，被告各製品等に対する本件発明１－１の寄与率は，多くとも１５％

である。 

   エ 代替品の存在 

流体圧シリンダの位置検知を行うには，本件発明１－１の構成は必須ではなく，

他の代替手段が存在する（乙１５，乙２３の４，乙３９）。 

公然実施品（乙３５）と本件発明１－１の相違点は，弁体を進出させる方法のみ

であり，確認バルブの開閉をエアセンサで検知する点は同一であって，公然実施品

（乙３５）は，確認バルブと小型化を両立した代替品である。 

したがって，被告各製品等の製造販売等が行われない場合にその需要の全てが被

控訴人における本件発明１－１の実施品に向かうという関係にはない。 

また，コンパクト化が要求される設置場所は限定されており，クランプ装置にお

いて必須の要請ではない。 

  オ 消費税分の加算 

    (ｱ) 消費税は，「資産の譲渡等」（消費税法４条），すなわち，「事業とし
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て対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供」（同法２条１項

８号）に対して課税される。「資産の譲渡」とは，資産につきその同一性を保持し

つつ，他人に移転させることをいう（消費税基本通達５－２－１）。 

無体財産権侵害に基づく損害賠償金のうち，課税対象となるのは，実施料相当額

としての賠償金のみであり，逸失利益や特許法１０２条２項における「利益の額」

に消費税相当額を付加して請求することはできない（乙５４）。 

(ｲ) 仮に，被控訴人に消費税相当額の損害が発生しているとしても，消

費税率が８％に改定されたのは，平成２６年４月１日であり，被控訴人に生じた損

害の大部分は平成２６年４月１日より前に発生した損害と認められることから，そ

の割合は５％と認定されなければならない。  

２ 被控訴人 

 (1) 構成要件１Ｅに関する判断の誤りについて 

  ア 「達する」とは，特定の位置にあることのみならず，特定の位置を過ぎ

たところにあることをも含む概念であり，出力部材が「所定の位置に達した」とい

う概念には，出力部材が「所定の位置」を通り過ぎて静止する場合と，「所定の位

置」で静止する場合の双方が含まれる。 

本件発明１－１のような位置検出装置は，機械的な動作を行う装置であるので，

動作開始から動作完了までには一定の幅がある。本件発明１－１において，開閉弁

機構の開閉状態の切換えは，出力部材が「所定の位置」に達して当該出力部材によ

り弁体を移動させることによって行われるので，「開閉弁機構の開閉状態の切換え」

動作においても，動作の開始から完了までに弁体及び出力部材は若干の移動を伴う。 

また，開閉弁機構の開閉状態は，「開弁状態」では加圧エアの圧力が設定圧未満

であり，「閉弁状態」では，加圧エアの圧力が設定圧以上に昇圧した状態となるか

ら，エア通路のエア圧を検知することで，出力部材が「所定の位置」に達したこと

を検知することができるところ，開閉弁機構が開弁状態から閉弁状態となった後，

エア通路のエア圧が上昇して，ユーザの設定する設定圧以上に昇圧したことが，セ
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ンサに検知されるまでに，一定の時間を要する。 

そうすると，本件発明１－１の構成要件１Ｄの「所定の位置に達したとき」とは，

「所定の位置に達した場合に」という程度の意味であると解釈すべきであって，

「所定の位置に達した瞬間」に限定されるものではない。 

イ 被告各製品等は，ロック動作，リリース動作，押側端，引側端を確認す

るものであり，「所定の位置に達したこと」の検知は「出力部材」であるピストン

ロッドが静止した状態で行われる。 

したがって，「エア通路」のエア圧が上昇してそれが検知されるまでの時間的遅

れを考慮する必要がないから，「開閉弁機構」の「開閉切換え」時の「弁体」スト

ロークのみを考慮した甲７～９の「エアセンシングチャート」の波形に基づいて被

告各製品等における「所定の位置」を特定できる。 

そうすると，被告各製品等は，「エアキャッチセンサ」によって「開弁状態」と

「閉弁状態」の境界である「所定の位置」を「検知可能」であるから，構成要件１

Ｅの「位置検出装置」に該当し，本件発明１－１の技術的範囲に属する。 

 (2) 乙３５発明を主引例とする進歩性欠如の有無について 

  ア 時機に後れた攻撃防御方法 

控訴人らの乙３５発明を主引例とする進歩性欠如の主張は，時機に後れた攻撃防

御方法であるから，却下されるべきである。 

イ 進歩性の存在 

(ｱ) 相違点について 

ａ 相違点Ａについて 

乙３５発明は，「ピストンが引側端に達したことを検知可能に構成した」もので

あり，「位置検出装置」に該当するものであるから，相違点Ａは存在しない。 

ｂ 相違点Ｃ 

乙３５発明において，「シリンダ本体」に相当し得るのは「ボディ」及び「キャ

ップ」のみであって，「マニホールド」は，「シリンダ本体」には相当しないから，
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乙３５発明は，「シリンダ本体内に形成されたエア通路」を備えるものではない。 

乙３５発明は，「シリンダ本体に形成したエア通路」を備えない点で，本件発明

１－１と相違する（以下「相違点Ｃ」という。）。 

    (ｲ) 相違点に係る構成の容易想到性について 

     ａ 相違点Ｂについて 

(a) 乙３５発明は，「シリンダ本体内に形成されたエア通路」を備え

ず，「弁体（検出ロッド）」は「マニホールド」に形成された「エア通路」を開閉す

るため，「弁体（倦検体ロッド）」を付勢する機構をシリンダ本体に組み込むことが

できない。 

また，乙３５発明は，「弁体」の「エア排気ポート」を設けており，これを塞ぐ

ことはできない。乙３５発明において，「弁体」の背面側に乙６発明の「油圧導入

室」を適用しようとすると，「エア排気ポート」が塞がれる。 

したがって，乙３５発明に乙６発明の「油圧導入室」を適用する動機付けはなく，

むしろ阻害要因が存在する。 

(b) 乙６発明は，四方弁３６のピストン４５に作用する制御流体と，

ピストン２１に作用する駆動流体について，圧力配管３９から流入する加圧油を共

通して用いることによって，ピストン２１とピストン４５に同じ圧力を作用させる

ものであるから，加圧油を共通のものとすることは，乙６発明の目的を達成するこ

とに必須の構成である。 

乙６発明において，駆動流体である加圧油と制御流体としての加圧エアとを併用

することは，乙６発明が有する機能を阻害する。 

(c) 乙３５発明に乙６発明の「油圧導入室」を適用するためには，

一つの「流量調整弁」の中に「油圧」（出力部材を駆動する駆動流体）と「加圧エ

ア」（弁体に制御される制御流体）という二つの作動流体を導入しなければならな

いが，一つの「流量調整弁」の中に二つの作動流体を導入することは，乙６発明の

必須の前提に反し，乙６発明の機能を阻害する。 
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ｂ 相違点Ｃについて 

乙３５発明は，「シリンダ本体内に形成したエア通路」を備えるものではなく，

当該構成は乙６発明に示されていないから，仮に乙３５発明に乙６発明の「油圧導

入室」を適用することを当業者が容易に想到し得たとしても，その組合せによって

「シリンダ本体内に形成したエア通路」の構成を得ることはできない。 

 (3) 損害額について 

ア 本件発明１－１の「位置検出装置」は被告各製品等の全体にわたるもの

であること 

 本件発明１－１は，「前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部に加圧エアが供

給され他端部が外界に連通したエア通路」と，「このエア通路を開閉可能な開閉弁

機構」とを備えた「位置検出装置」に係るものであり，「開閉弁機構」に限定され

るものではない。 

被告各製品等の全体が本件発明１－１に対応するのであり，「確認バルブ」のみ

が本件発明１－１に対応するものではない。 

被告各製品等は，「所定の位置に達したことを検知可能」とすることが必要な箇

所に設置されるものであり，確認バルブを備えないＬＨＡ（乙４８の１），ＬＫＡ

（乙４９の１），ＬＬ（乙５０の１）は，被告各製品等を購入するユーザにとって

は意味がないものであるから，考慮すべきでない。 

  イ 「クランプ部材」の存在による減額について 

被告製品１～４（ＬＨＷ，ＬＫＷ）には，「クランプ部材」は含まれていない。 

「クランプ部材」は，アクセサリとして別に販売されるか，ユーザにおいて適宜

設計及び製作するものである。 

したがって，クランプ部材の存在をもって寄与度を１００％から９５％に低減す

ることはできない。 

  ウ 他の特許発明の実施について 

被告各製品等の付加価値，すなわち，需要者の購入意欲を喚起し，購入を動機付
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ける部分は，「クランプ装置」又は「リフトシリンダ」において「位置検知」と

「小型化」とを両立したことにあり，被告各製品等における上記２点の両立は，本

件発明１－１によってもたらされたものである。 

控訴人らにおいても，「動作（端）確認バルブ内蔵で自動化設備に最適」，「セン

シングバルブを内蔵。圧倒的な薄型ジグ設計が可能。」（甲７～９）などと，本件発

明１－１の実施による効果を強調した販促活動を行なっており，本件発明１－１が

被告各製品等に対する需要者の購入意欲を喚起し，購入を動機付けている。 

控訴人コスメックが乙３１－１特許及び乙３１－２特許を有しているから被控訴

人の特許権に対する侵害行為による被控訴人の損害額が減少するということはない。 

エ 代替品の存在について 

 公然実施品（乙３５）は，油圧シリンダを構成するボディ及びキャップ（シリン

ダ本体）の下側に取り付けられるマニホールドの高さ分（２０ｍｍ）大型化してお

り，被告各製品等の代替品になり得ない。 

オ 消費税分の加算について 

(ｱ) 国税庁のホームページ（甲３７）によると，特許権や商標権などの

無体財産権の侵害を受けた場合に，権利者が収受する損害賠償金は，実質からみて

資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり，消費税の課税対象になるとされている。 

特許法１０２条２項は，同条３項と同様に，損害額の算出を容易にするために設

けられた規定であり，同条２項に基づいて算出したか，同条３項に基づいて算出し

たかによって，消費税との関係で損害賠償金の性質が変わることはない。 

したがって，損害額の算定に当たり，１個当たりの利益額に８％を加算すること

が認められなければならない。 

(ｲ) 被控訴人が控訴人らから本件の損害賠償金を収受し得るのは，消費

税率が５％から８％に改定された平成２６年４月１日よりも後であるから，税率改

正の時期との関係で５％にすべきとの控訴人らの主張は失当である。 

カ 損害額 
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以上のとおりであって，被告各製品等の譲渡数量は，別紙控訴審販売数表記載の

とおりであるから，被控訴人の被った損害額は，次のとおりとなる。 

(ｱ) 利益侵害 

被告製品１   ２５０６万１４００円 

（＝３万５０００円×６６３×１．０８） 

被告製品２～４  ４６２万２４００円（＝２万円×２１４×１．０８） 

被告製品５～７ １２０５万２８００円（＝３万円×３７２×１．０８） 

合計 ４１７３万６６００円 

（うち，平成２５年１１月６日から平成２７年２月２８日分 

被告製品１   １８１４万４０００円 

（＝３万５０００円×４８０×１．０８） 

被告製品２～４  ３５４万２４００円（＝２万円×１６４×１．０８） 

被告製品５～７  ９１３万６８００円（＝３万円×２８２×１．０８） 

小計 ３０８２万３２００円 

うち，平成２７年３月１日以降分 

被告製品１     ６９１万７４００円 

（＝３万５０００円×１８３×１．０８） 

被告製品２～４   １０８万円（＝２万円×５０×１．０８） 

被告製品５～７   ２９１万６０００円（＝３万円×９０×１．０８） 

小計 １０９１万３４００円） 

(ｲ) 弁護士費用 ４１７万円 

（うち，平成２５年１１月６日から平成２７年２月２８日分 ３０８万円 

うち，平成２７年３月１日以降分            １０９万円） 

  (4) 侵害のおそれについて 

 控訴人らは，被告製品等の製造販売等を中止したことを発表しておらず，本件特

許の無効や構成要件の充足性について争い続けているから，控訴人らが被告各製品
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等の製造販売等を行うおそれは，引き続き認められ，被告各製品等の製造，販売等

の差止請求が認められるべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 技術的範囲の属否について 

当裁判所は，被告各製品等は，本件発明１－１の技術的範囲に属すると判断する。 

その理由は，次のとおり原判決を補正するほか，原判決の「事実及び理由」の第

３の１(1)（２８頁２０行目～４０頁３行目）に記載のとおりであるから，これを

引用する。 

（原判決の補正） 

(1) 原判決２８頁２３行目の「本件明細書」を「本件特許１明細書」と，同

頁２０行目の「本件各発明１」を「本件発明１－１」と，それぞれ改め，同頁２４

行目の「特に」及び２４行目～２５行目の「前進限界位置や後退限界位置などの」

を，それぞれ削除する。 

(2) 原判決３０頁１６行目の「油圧連通路」を「油圧導入路」と改める。 

(3) 原判決３１頁２０行目～３９頁１２行目を次のとおり改める。 

「  ウ 被告各製品等の本件発明１－１の構成要件充足性について 

   (ｱ) 構成要件１Ｄについて 

    ａ 前記アのとおり，本件発明１－１は，出力部材が所定の位置に達し

たときにエア通路の開閉弁機構の弁体を移動させて，開閉弁機構の開閉状態を切り

換えると，それに伴いエア通路の外界への連通が遮られて，エア通路のエア圧が上

昇するために，このエア圧の上昇を検知することによって出力部材が所定の位置に

達したことを検知するものである。 

証拠（乙１）及び弁論の全趣旨によると，弁体を移動させて弁の開閉を切り替え

るという機械的な動作を伴う開閉弁機構においては，その弁体の移動には，一定の

時間を要するものと認められる。 

また，弁論の全趣旨によると，開閉弁機構の開閉によるエア通路のエア圧の変化
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を検知する装置においては，エア通路は一定の容積を有するものであるから，開閉

弁の開閉状態が変化してからエア圧検知装置においてエア通路のエア圧の変化が検

知されるまでの間に時間遅れが生じることは，技術常識であると認められる。そう

すると，本件発明１－１においては，出力部材が所定の位置に達した時点から，一

定の時間遅れの後に，エア通路のエア圧の上昇が検知されるのであって，本件発明

１－１は，エア通路のエア圧の上昇が検知された時点において，当該時点よりも，

上記の時間遅れの時間の分，前の時点において，出力部材が当該エア圧の変化をも

たらす開閉弁の開閉状態の変化を引き起こす位置にあったことを検知するものであ

るといえる。 

前記イ(ｱ)のとおり，被告製品１のリリース動作確認バルブは，リリース油圧供

給時において，ピストンロッドがスプールを移動（上昇）させ，ノズル穴が遮られ，

エア通路が閉じられることにより，リリース検出エア圧が上昇するのを検知するこ

とを可能に構成したものであるから，エア圧の変化を検知することにより，当該エ

ア圧の変化を検知した時点から見て，上記の時間遅れの分，前の時点で，出力部材

が，当該エア圧の変化をもたらす開閉弁の開閉状態の変化を引き起こす位置にあっ

たことを検知するものであり，構成要件１Ｄの「前記出力部材が所定の位置に達し

たときに，前記出力部材により前記弁体を移動させて前記開閉弁機構の開閉状態を

切り換え，前記エア通路のエア圧を介して前記出力部材が前記所定の位置に達した

ことを検知可能に構成した」という要件を充足する。  

    ｂ(a) 控訴人らは，本件発明１－１が，出力部材が「所定の位置」で

ある行程端の位置に達したことを検知するものであることを前提に，被告各製品は，

出力部材が行程端の位置に達したことを，その瞬間に検知できないから，構成要件

１Ｄを充足しない旨主張する。 

しかし，構成要件１Ｄにおいて，「所定の位置」については，「弁体を移動させて」

「開閉弁機構の開閉状態を切り換え」る位置であるとされているが，その位置を行

程端に限定する記載はない。 
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また，そもそも，前記 a のとおり，開閉弁の開閉状態が変化してからエア圧検知

装置においてエア通路のエア圧の変化が検知されるまでの間に時間遅れが生じるこ

とは，技術常識であるから，出力部材が開閉弁機構の開閉状態を切り換えることが

できる位置に達した瞬間を，開閉弁機構の開閉によるエア通路のエア圧の変化を検

知することによって，その瞬間に検知することができなければならないと解するこ

とは，前記技術常識に反する。 

この点，控訴人らは，本件特許１明細書において，本件発明１－１の効果として，

「前記エア通路のエア圧を介して出力部材の所定の位置を確実に検知可能である。」

（【００２０】）としていることから，位置を確実に検知するためには出力部材が所

定の位置に「達した瞬間」を検知する必要があると主張するとともに，【００５１

及び【００５８】の記載についても主張する。しかし，本件特許１明細書の【００

２０】では，「出力部材が所定の位置に達したとき，出力部材により弁体を移動さ

せて開閉弁機構の開閉状態を確実に切り換えるため，前記エア通路のエア圧を介し

て出力部材の所定の位置を確実に検知可能である。」と記載されており，出力部材

が弁体を移動させることにより開閉弁機構の開閉状態が切り換えられることの構造

上の確実性をもって，出力部材の位置検知の確実性が図られることを述べているに

すぎず，この記載をもって，出力部材が所定の位置に「達した瞬間」を検知するこ

とが記載されているとは認められない。また，構成要件１Ｄの「所定の位置」につ

いて，本件特許１明細書の【００５１】及び【００５８】では，上昇限界位置及び

下降限界位置とされているが，それらは実施例の記載にすぎない。 

また，控訴人らは，構成要件１Ｄが，出力部材が所定の位置に「達した瞬間」を

検知するのでなければ，本件発明１－１の「位置検出装置」は，乙６，乙７や乙１

３などの往復制御の公知技術における「位置検出装置」と同義のものとなり，進歩

性欠如の無効理由を有することになることからも，前記のように解釈すべきである

と主張する。 

しかし，乙６に記載された技術的事項は，ピストンを油圧駆動にした場合，反転



 22 

動作する装置の制御流体が加圧油になる点で，ピストンを油圧駆動にし，位置検出

装置の制御流体を加圧エアとする本件発明１－１と異なる。乙７に記載された技術

的事項は，プランジャ１２６がハウジング１２１の内部に配置されたバネ１２８の

付勢力により保持されている点で，弁体が油圧により保持される本件発明１－１と

異なる。乙１３に記載された技術的事項も，シリンダの内部のピストンが移動する

孔の内側に臨ませた電気的な近接スイッチを配置する点で，エア通路のエア圧を介

して出力部材の位置を検出する本件発明１－１と異なる。 

そうすると，控訴人らが例示する「公知技術」は，いずれも，出力部材が所定の

位置に達した瞬間を検知するかしないかという点のみにおいて本件発明１－１と異

なるものということはできないのであって，本件発明１－１の「位置検出装置」が，

出力部材が所定の位置に達した瞬間を検知するものとは限らないと解することによ

り，上記各証拠に記載された技術的事項と同じものになるということはできないか

ら，控訴人らの上記主張は，その前提を欠く。 

さらに，控訴人らは，以上のように解するときは，「所定の位置」が不明確であ

るとも主張するが，本件発明１－１の「位置検出装置」は，前記ａのとおり，エア

圧の変化を検知することにより，当該エア圧の変化を検知した時点から見て，開閉

弁の開閉状態が変化してからエア通路のエア圧の変化が検知されるまでの時間遅れ

の分，前の時点における出力部材の位置を検知するものであり，時間遅れの分の時

間の長さを計算に入れれば，当該エア圧の変化を検知した時点から見てどれだけ前

に出力部材が当該位置にあったかを検知することができるのであるから，「所定の

位置」は明確に定まるということができる。 

したがって，控訴人らの上記主張は，理由がない。 

(b) 控訴人らは，本件発明１－１が，出力部材が所定の位置に達し

たときに，瞬時に弁機構の開閉状態が切り換わる構成であるから，開閉にある程度

の時間を要するスプール型の弁機構は，構成要件１Ｄ等の「開閉弁機構」には含ま

れないと主張する。 
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しかし，前記ａのとおり，弁体を流体の圧力により移動させて弁の開閉を切り換

わるという機械的な動作を伴う開閉弁機構であれば，その弁体の移動には，一定の

時間は要するのであって，このことは，ポペット型の弁機構とスプール型の弁機構

とで異なるものではない。スプール型の弁機構においては当該時間が相対的に長い

としても，そのことをもって，スプール型の弁機構が，構成要件１Ｄ等の「開閉弁

機構」に含まれないと解する理由はないし，本件特許１明細書【０００８】の記載

もこの判断を左右するものではない。 

したがって，控訴人らの上記主張には理由がない。 

(ｲ) 構成要件１Ａについて 

ａ 構成要件１Ａは，「シリンダ本体と，このシリンダ本体に進退可能

に装備された出力部材と，この出力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動

する為の油室とを有する油圧シリンダにおける前記出力部材の位置を検出する位置

検出装置であって」というものであり，ここでいう「位置検出装置」は，「油圧シ

リンダにおける」「シリンダ本体に進退可能に装備された出力部材」「の位置を検出

する位置検出装置」であるといえる。 

前記イ(ｱ)のとおり，被告製品１のリリース動作確認バルブは，シリンダ本体と，

このシリンダ本体に進退可能に装備されたピストンロッドと，このピストンロッド

を退入側に駆動するための油室とを有するスイングクランプにおけるリリース動作

確認バルブであって，そのリリース動作確認バルブは，ピストンロッドが上昇する

ことによりスプールが上昇してノズルが「開」状態から「閉」状態に徐々に切り換

わっていく中で，エア通路のエア圧が徐々に変化していくものである。そして，カ

タログ（甲７，１０）では，原判決別紙被告製品１説明書のセンシングチャートに

おいて，ピストンロッドのストローク位置とリリース検出エア圧の関係を実線のグ

ラフで示し，ノズルの完全「開」状態のエア圧から完全「閉」状態のエア圧に上昇

するほぼ中間付近の点線で示されたエア圧を「エアキャッチセンサ設定圧（ＯＮ）」

としているから，控訴人らは，カタログ上，同点線のエア圧を設定圧とする場合に
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は，エアキャッチセンサが同エア圧を検知してＯＮ状態となったときに，ピストン

ロッドは同センシングチャートの実線グラフと点線の交点を横軸上に垂下した位置

にあり，そのようにエアキャッチセンサによって設定圧を検知することによって，

「リリース動作確認」を行うと記載していると認められる。ただし，実際の製品で

は，ピストンロッドのストローク位置とリリース検出エア圧の関係は，センシング

チャートよりも時間遅れを伴うグラフとなるから，カタログに従って検知するエア

圧を設定した場合には，エアキャッチセンサがＯＮ状態となったときには，ピスト

ンロッドのストローク位置は，カタログのセンシングチャートが想定するよりも時

間遅れの分だけ先に進んだ位置にある。したがって，控訴人らは，実際の製品では，

エアキャッチセンサによって設定圧を検知するときには，ピストンロッドのスト

ローク位置が，カタログのセンシングチャートが想定するよりも時間遅れの分だけ

先に進んだ位置にあることを前提とした上で，エアキャッチセンサによって設定エ

ア圧を検知することによって，「リリース動作確認」を行うものとして，被告製品

１を販売しているということができる。 

ところで，証拠（甲７，１０）によると，被告製品１のピストンロッドは，下降

したロック動作位置と上昇したリリース動作位置との間を移動するものであり，リ

リース動作確認は，ワークを固定するクランプのリリース動作を確認し，それによ

り安全で確実なワーク搬入出を可能とするものであると認められる。そうすると，

被告製品１におけるリリース動作確認は，クランプ（より具体的にはピストンロッ

ド）が安全で確実なワーク搬入出を可能とするリリース動作位置にあることを確認

するものであり，そのために検知エア圧を設定し，そのエア圧に対応するピストン

ロッドのストローク位置をもって，確認すべきリリース動作位置とした上で，エア

キャッチセンサによって設定エア圧を検知することによって，ピストンロッドがリ

リース動作位置にあることを確認するものであるといえる。 

以上によると，被告製品１は，「シリンダ本体と，このシリンダ本体に進退可能

に装備された出力部材と，この出力部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動
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する為の油室とを有する油圧シリンダにおける前記出力部材の位置を検出する位置

検出装置」であるといえ，構成要件１Ａを充足する。 

    ｂ 控訴人らは，本件発明１－１は，事前に特定された出力部材の位置

を検知するものであり，被告各製品は，出力部材が当該位置に達した後，エア通路

のエア圧が変化してそれがセンサに検知されるまでに一定の時間を要することから，

ユーザが被告各製品等を位置検出装置として使用するためには，その使用条件に応

じた「設定圧」を設定する必要があるが，被告各製品等はそのような使用方法を想

定しておらず，ユーザにおいてそのような使用がされているわけでもないから，被

告各製品は「位置検出装置」ではない旨主張する。 

しかし，構成要件Ａの「位置検出装置」という部分は，油圧シリンダにおける出

力部材の位置を検知する構成を有することにより，充足されるのであって，それが

控訴人らが主張するような「事前に特定された」位置でなければならないと解すべ

き理由はない。 

したがって，控訴人らの上記主張は，理由がない。 

(ｳ) 構成要件１Ｂについて 

構成要件１Ｂは，「前記シリンダ本体内に形成され且つ一端部の加圧エアが供給

され他端部が外界に連通したエア通路と，このエア通路を開閉可能な開閉弁機構と

を備え，」というものである。 

前記イ(ｱ)のとおり，被告製品１のリリース動作確認バルブは，シリンダ本体内

に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され他端部が外界に連通したエア通路と，

このエア通路を開閉可能なスプール型の開閉弁機構を備える。 

そして，スプール型の開閉弁機構が，構成要件１Ｄ等の「開閉弁機構」に含まれ

ないと解する理由はないことは，前記(ｱ)ｂ(b)のとおりである。 

したがって，被告製品１は，構成要件１Ｂを充足する。 

   (ｴ) 構成要件１Ｃについて 

ａ 構成要件１Ｃは，「前記開閉弁機構は，前記シリンダ本体に形成し
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た装着孔に進退可能に装着された弁体と，前記油室の油圧によって前記弁体を前記

出力部材側に進出させた状態に保持する油圧導入室と，前記油室と前記油圧導入室

とを連通させる油圧導入路とを備え，」というものである。 

前記イ(ｱ)のとおり，被告製品１のリリース動作確認バルブのスプール型の開閉

弁機構は，シリンダ本体に形成した装着孔に進退可能に装着されたスプールと，油

室と油圧導入路により連通する油圧導入室を備え，ロック油圧供給時には，油圧導

入室に油圧が導入され，油室のロック油圧により前記スプールを前記ピストンロッ

ド側に移動（下降）させ，リリース油圧供給時には，前記スプールがピストンロッ

ドに押されてピストンロッドと反対側に移動（上昇）するものであるところ，証拠

（甲７，１０）によると，リリース油圧供給時にピストンロッドが設定圧に対応す

る位置まで移動（上昇）し，開閉弁機構が設定圧に対応する開閉状態に達して開閉

弁機構の開閉状態が切り換わるまでは，前記油圧導入室に導入された前記油室の油

圧によって前記スプールが前記ピストンロッド側に進出させた状態に保持されると

認められるから，構成要件１Ｃを充足する。 

ｂ 控訴人らは，被告各製品は「出力部材が所定の位置に達しない状態

では，油室の油圧を利用して弁体を油室側に突出した状態に保持することができ」

る（本件特許１明細書【００１９】）との作用効果を奏しないと主張するが，前記

a のとおりであって，採用できない。 

 また，スプール型の開閉弁機構が，構成要件１Ｄ等の「開閉弁機構」に含まれな

いと解する理由はないことは，前記(ｱ)ｂ(b)のとおりである。 

   (ｵ) 構成要件１Ｅについて 

ａ 構成要件１Ｅは，「ことを特徴とする位置検出装置」というもので

ある。 

被告製品１において，その確認バルブは，エア圧の変化を検知することにより，

当該エア圧の変化を検知した時点から見て，開閉弁の開閉状態が変化してからエア

通路のエア圧の変化が検知されるまでの時間遅れの分，前の時点で，出力部材が，
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当該エア圧の変化をもたらす開閉弁の開閉状態の変化を引き起こす位置にあったこ

とを検知するものであるから，被告製品１は，油圧シリンダにおける出力部材の位

置を検出するものであって，構成要件１Ｅの「位置検出装置」という要件を充足す

る。 

ｂ 控訴人らは，本件発明１－１は，事前に特定された「所定の位置」

を検知することを要件とする「位置検出装置」であると解釈されるべきであると

ころ，被告各製品のユーザは，エアキャッチセンサの設定圧を適宜選択しており，

特定の「所定の位置」の時間遅れを考慮していないから，被告各製品等は，現実

には「所定の位置を検知」する「位置検出装置」として用いられておらず，構成

要件１Ｅを充足しない旨主張するが，前記(ｱ)ｂ(a)のとおりであって，理由がな

い。 

また，控訴人らは，本件発明１－１における「所定の位置」が行程端に達する

前の位置であることを前提に，被告各製品等は，出力部材が行程端に達したとき

に動作するものであり，本件発明１－１における所定の位置を検出する技術的思

想はないから，構成要件１Ｅを充足しない旨主張するが，前記(ｲ)ａのとおり，

被告製品１は，本件発明１－１における「所定の位置」を検出するものであるか

ら，理由がない。」 

(4) 原判決３９頁１３行目の「(ｳ)」を「(ｶ)」と，同行目の「リリース確

認」を「リリース動作確認」と，それぞれ改め，同頁１５行目の「被告製品１」

の後に「のリリース動作確認バルブ」を加え，同行目～１６行目の「の理が妥当

し」を「に」と改め，同ページ１７行目の「(ｴ)」を「(ｷ)」と改める。 

(5) 原判決４０頁２行目の「等」を削除し，同頁３行目の「というべきで

ある。」の後に次の記載を加える。 

「 そして，弁論の全趣旨によると，被告製品１は，型式ＬＨＷ，センサー仕様

Ｅ及びＪであるところ，①控訴人エンジニアリングが業として製造し，控訴人コ

スメックが業として販売する型式ＬＨＷ，センサー仕様Ｅの製品，同型式ＬＨＡ，
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センサー仕様Ｅの製品，及び，同型式ＬＹ，センサー仕様Ｅの製品は，同一の構

成の製品であり，②同型式ＬＨＷ，センサー仕様Ｊの製品，同型式ＬＨＡ，セン

サー仕様Ｊの製品，及び，同型式ＬＹ，センサー仕様Ｊの製品は，同一の構成の

製品である。 

また，被告製品２～４は，いずれも，同型式ＬＫＷの製品である。 

さらに，被告製品５は，同型式ＬＬＷ，センサー仕様Ｊ，被告製品６は，同型

式ＬＬＷ，センサー仕様Ｈ，被告製品７は，同型式ＬＬＷ，センサー仕様Ｅであ

るところ，①同型式ＬＬＷ，センサー仕様Ｈの製品，及び，同型式ＬＬＷＹ，セ

ンサー仕様Ｈの製品は，同一の構成の製品であり，②同型式ＬＬＷ，センサー仕

様Ｊの製品，及び，同型式ＬＬＷＹ，センサー仕様Ｊの製品は，同一の構成の製

品である。 

そうすると，被告各製品のみならず，前記のこれらと同一の構成の製品の製造，

販売も，本件発明１－１に係る本件特許権の直接侵害行為を構成するというべき

である。」 

２ 無効理由の存否（乙３５を主引例とする進歩性欠如の有無）について 

 (1) 時機に後れた攻撃防御方法であるとの主張について 

控訴人らの乙３５を主引例とする進歩性欠如の主張は，弁体を移動させるため

の動力を相違点にしている点では，控訴人の原審における主張と変わるものでは

なく，この主張について審理したとしても，訴訟の完結を遅延させることになる

ものとは認められない。 

したがって，被控訴人の時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては，認めら

れない。 

 (2) 進歩性の判断 

ア 主引用例（乙３５発明） 

 控訴人らは，控訴人コスメックが製造し，平成２３年１０月７日よりも前に第

三者に販売したＬＬ－ＲＭ型リニアシリンダ（型番ＬＬ０３６０－ＣＡＲＭ－０
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１５）に係る発明（乙３５発明）を，主引例として主張する。 

証拠（乙３５の２，乙３５の４，乙３５の４の２）及び弁論の全趣旨によると，

乙３５発明は，次のとおりのものであると認められる。 

「 ボディ，キャップ及びマニホールドと，ボディに進退可能に装備されたピス

トンと，このピストンを押側端と引側端に駆動するための油室とを有するリニア

シリンダにおける後退端エアセンサであって， 

マニホールド内に形成され，かつ，加圧エアが供給される引側端確認用ポート

と大気開放されたエア排気ポートとに接続されたエア通路と，エア排気ポートを

開閉可能な開閉弁機構とを備え， 

前記開閉弁機構は，キャップに形成した孔に進退可能に装着された検出ロッド

と，押圧することで前記検出ロッドを前記ピストン側に進出させた状態に保持す

るバネとを備え， 

前記ピストンが後退端に達したときに，前記ピストンにより前記検出ロッドを

移動させてエア排気ポートの開閉状態を切り換え，エアキャッチセンサによりク

ランプの動作確認を行う後退端エアセンサ。」 

  イ 相違点の認定 

本件発明１－１の構成は，原判決別紙構成要件目録１－１記載のとおりである

から，本件発明１－１と乙３５発明との間には，少なくとも，次の相違点が存在

すると認められる。 

「 弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する手段について，本件発明１－

１では，『油室の油圧によって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する油

圧導入室と，油室と油圧導入室とを連通させる油圧導入路』であるのに対し，乙

３５発明では，『押圧することで検出ロッドをピストン側に進出させた状態に保

持するバネ』である点。」 

ウ 相違点に係る容易想到性 

    (ｱ) 副引用例（乙６発明） 
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 乙６公報に記載された発明（乙６発明）については，原判決４４頁２５行目～

４５頁１０行目に記載のとおりであるから，これを引用する。 

 ただし，原判決４５頁９行目の「６５」の後に「，６６」を，同頁１０行目の

「６１」の後に「，６２」を，ぞれぞれ加える。 

(ｲ) 容易想到性の判断 

     ａ 乙３５発明において，空気の圧力変化をエアキャッチセンサによ

り検知することによりピストンの動作確認を行うとともに，検出ロッドを，バネ

による押圧力に代えて，油圧により，ピストン側に進出させた状態に保持するた

めには，油圧流体の経路及びエア圧の経路の配置構成について，複雑な変更を加

える必要があり，それに伴い，検出ロッド，キャップ，マニホールドの構造等に

ついても，変更を加える必要があると解されるから，当業者が，乙６発明を乙３

５発明と組み合わせて前記相違点に係る本件発明１－１の構成にすることを動機

付けられるとは認められない。 

ｂ 一方，乙６には，図１０に示されたバネの圧力により，パイロッ

ト弁１００が休止位置に復帰されること，バネの押し力がピストンの反対側に作

用する圧力に基づく力よりも大きくなるように構成すればよいこと，バネの押し

力に代えて，図１１に示されたような差圧ピストンの作用に基づく復帰動作を備

えたスライド弁を使用可能であることが記載されているところ，図１０及び１１

においては，いずれも，流体の流入口は一箇所のみであり，流出口は，図１０で

は一箇所，図１１では二箇所であるが，一つの回路に集約されることが記載され

ている。乙３５発明において，検出ロッドにつき，バネによる押圧に代えて，油

圧による押圧を可能とするためには，空気圧の変化をエアキャッチセンサにより

検知するためのエア通路とは別に，エア通路とは連通しない検出ロッドの押圧の

ための油通路を設けなければならないことになるが，乙６には，このように２種

類の流体の通路を設置することについての記載はない。むしろ，乙６では，四方

弁３６又は三方弁３７，３８とピストン２１に作用する駆動流体について，圧力
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配管３９から流入する加圧油を共通して用いることによって，双方に同じ圧力を

作用させるというものであるから，加圧油を共通のものとすることは，乙６発明

の目的を達成するために必須の構成である。 

そうすると，乙６発明を乙３５発明と組み合わせて前記相違点に係る本件発明

１－１の構成にすることの動機付けはない。 

    ｃ したがって，当業者が乙３５発明及び乙６発明に基づいて本件発

明１－１を容易に想到し得たとは認められない。 

エ 控訴人らの主張について 

(ｱ) 控訴人らは，①乙３５発明及び乙６事項は，いずれも，弁機構に

よって開閉される流路の圧力変化を介して出力部材の動作を確認する，又は位置

を検出するという点で技術分野が同一であり，②シリンダ本体に組み込まれた弁

体をシリンダ内部の出力部材側に進出させるという課題も同一であり，③乙６に

はバネ力のみによる弁体の進出を油圧シリンダの油圧による弁体の進出に置換す

る具体的な示唆があるから，当業者が乙３５発明に乙６事項を適用して本件発明

１－１を想到するのは容易である旨主張する。 

しかし，乙３５発明と乙６事項を組み合わせて本件発明１－１に至る動機付け

があるかを判断するに当たっては，既に判示したとおり，それぞれの発明，技術

的事項の具体的な構成に照らしてそれらを組み合わせる動機付けがあるかどうか

を判断すべきであり，控訴人らが主張するような抽象的なレベルにおける技術分

野や課題の同一性や示唆に基づいて動機付けがあると判断することはできない。 

   (ｲ) また，控訴人らは，①当業者は，乙６の図１０と１１から，エア

通路を迂回させることを容易に想到する，②弁体を進出させる方法として，バネ

を用いて進出させる方法と流体圧導入室を用いて進出させる方法が，当業者に

とって容易に相互選択可能な技術的事項であることに関しては，作動流体と制御

流体が同一であるかどうかは無関係であるから，当業者が，乙３５におけるバネ

力のみによる弁体の進出を，油圧導入室の油圧力により弁体を進出する構成に置
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換することは容易である旨主張する。 

しかし，前記ウのとおり，乙６の図１０及び１１が，油通路とエア通路を設置

することを記載したものとは認められず，これらの図からエア通路を迂回させる

ことを容易に想到するということはできない。また，既に判示したとおり，乙６

発明において作動流体と制御流体が同一であることは，必須の構成であって，乙

３５発明に乙６発明を組み合わせて上記の構成と異なる本件発明１－１を想到す

るということはできない。 

(ｳ) したがって，控訴人らの上記主張には理由がない。 

  オ 小括 

よって，本件発明１－１について，無効理由があるとは認められない。 

３ 差止請求について 

控訴人らが，被告各製品が本件発明１－１の技術的範囲に属することを争うと

ともに，本件発明１－１に係る本件特許権１に無効理由があると主張しているこ

とからすると，控訴人らがなお被告各製品を製造，販売するおそれがあると認め

られるから，被控訴人の控訴人らに対する被告各製品の製造，販売等の差止請求

は，理由がある。 

 ４ 損害額について 

  (1) 控訴人らの責任 

 原判決４８頁１３行目の「また，」を削除し，同頁１７行目～１８行目の「相

当であり，・・・と解される」を「相当である」と改めるほかは，原判決４８頁

１３行目～１８行目に記載のとおりであるから，これを引用する。  

  (2) 過失が認められる範囲 

 原判決４８頁２０行目～４９頁１２行目に記載のとおりであるから，これを引

用する。 

  (3) 控訴人らが得た利益の額 

   ア 被告各製品等の売上額及び１個当たりの利益額 
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 次のとおり原判決を補正するほか，原判決４９頁１４行目～５０頁４行目に記

載のとおりであるから，これを引用する。 

（原判決の補正） 

(ｱ) 原判決４９頁１４行目の「ア 」を削除する。 

(ｲ) 原判決４９頁１７行目の「認められる」の後に「（その販売日，型

式，センサー仕様毎の販売個数の詳細は，別紙控訴審販売数表譲渡数量欄記載の

とおりである。）」を加える。 

(ｳ) 原判決４９頁２０行目～２３行目の「（なお，・・・証拠はない。）」

を削除する。 

(ｴ) 原判決４９頁２４行目の「製造，販売等」を「販売」と改める。 

   イ 本件発明１－１の「位置検出装置」に相当するのは被告各製品等の

「確認バルブ」の部分のみであるかについて 

 本件発明１－１は，「位置検出装置」に係る発明であるところ，この「位置検

出装置」は，シリンダ本体に進退可能に装備された出力部材の位置を，シリンダ

本体内に形成されたエア通路のエア圧を介して検知するものである。具体的には，

油圧で出力部材を移動させることにより，出力部材により，エア通路を開閉可能

な開閉弁機構の弁体を移動させ，エア通路の開閉状態を切り換えて，エア通路の

エア圧を変化させるものである。開閉弁機構の弁体は，シリンダ本体に形成した

装着孔に進退可能に装着されており，油圧により，出力部材側に進出させた状態

に保持される。 

 そうすると，被告各製品等において，本件発明１－１の「位置検出装置」に相

当するのは，油圧シリンダやピストンロッドを含む構成全体であって，「確認バ

ルブ」の部分のみに限られるわけではない。 

控訴人らは，控訴人らが得られた販売利益に占める「確認バルブ」の貢献度は，

「確認バルブ付きクランプ装置」と「確認バルブなしのクランプ装置」の差額を

超えないと主張するが，被告各製品等において，本件発明１－１の「位置検出装
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置」に相当するのは，被告各製品等全体であって，「確認バルブ」の部分のみに

限られるわけではないことは，上記のとおりであり，控訴人らの上記主張には，

理由がない。 

   ウ 「クランプ部材」の存在による減額について 

 被告各製品等に「クランプ部材」が含まれていないことは，当事者間に争いが

ない。 

控訴人らは，原判決は，クランプ部材がなくても，位置検出装置が占める割合

は９５％であると認定している旨主張するが，原判決は，被告各製品等の一部に

クランプ部材が含まれることを前提に，被告各製品等の全体につき，その製造販

売による利益中の位置検出装置部分が占める割合を９５％と認定したのであって，

控訴人らの上記主張は，前提を欠く。 

  エ 他の特許発明の実施について 

   (ｱ) 乙３１－１特許及び乙３１－２特許については，原判決５１頁１

９行目～５２頁１７行目の「発明の名称を・・・３】）。」及び５３頁９行目～２

２行目の「発明の名称を・・・（【０００６】，【００１６】）。」に記載のとおりで

あるから，これを引用する。 

ただし，５３頁１２行目の「上昇用検出」を「上昇検出用」と，同頁１４行目

～１５行目の「【００１３】，【００１４】」を「【００１９】」と，同頁２１行目の

「検出面」を「検出弁」と，それぞれ改める。 

   (ｲ)ａ 証拠（甲７）及び弁論の全趣旨によると，被告製品１等のうち，

ロック・リリース動作確認タイプ（型式ＬＨＷ，ＬＨＡ及びＬＹのうち，セン

サー仕様Ｅのもの）は，スプール弁による開閉弁機構を構成するリリース動作確

認バルブ及びロック動作確認バルブが，いずれもシリンダの上部に設けられてお

り，前記(ｱ)認定の乙３１の１発明を実施したものであると認められる。 

ｂ 被告製品１等である型式ＬＨＷのカタログ（甲１０）には，「省

スペースを追求したコンパクトなスイングクランプ」との記載があることが認め
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られるところ，被告製品１等のうちセンサー仕様Ｅの各製品については，乙３１

の１発明の実施が，そのコンパクト化に貢献している点があるものと認められる。 

しかし，被告製品１等は，業務用の工作機械に用いられるものであって，本件

発明１－１を実施した上で乙３１の１発明を実施しているものであり，乙３１の

１発明で実現されるコンパクト化のみで需要が左右されるものでないことは明ら

かであることからすると，乙３１の１発明の実施による被告製品１等の顧客誘引

力の増大の効果を大きく評価することはできない。 

以上の事情を考慮すると，被告製品１等のうちセンサー仕様Ｅの各製品の販売

により控訴人らが受けた利益については，上記各製品につき乙３１の１発明が実

施されていることにより，１０％に限り，特許権者が受けた損害の額であるとの

推定が覆されたものとみるのが相当である。 

   (ｳ)ａ 前記(ｲ)ａのとおりであるから，被告製品１等のうち，ロック・

リリース動作確認タイプ（型式ＬＨＷ，ＬＨＡ及びＬＹのうち，センサー仕様Ｅ

のもの）は，前記(ｱ)認定の乙３１の２発明Ａを実施したものであると認められ

る。 

しかし，乙３１の２発明Ａは，乙３１の１発明と同様の発明であるから，乙３

１の１発明の実施による前記(ｲ)ｂ認定の推定の覆滅に加えて，乙３１の２発明

Ａの実施を，更なる推定覆滅事由として，推定の覆滅を認める理由はない。 

ｂ(a) 証拠（甲９）及び弁論の全趣旨によると，被告製品５～７等

（型式ＬＬＷ及びＬＬＷＹ）のうち，両端にセンシングバルブを付けたもの（セ

ンサー仕様Ｅのもの）及び押側端にセンシングバルブを付けたもの（センサー仕

様Ｈのもの）は，上昇検出用のスプール弁による開閉弁機構を構成する押側端確

認バルブをシリンダの上部に有しており，ピストンの上昇によって伝動部材が移

動させられることにより，水平方向に上記バルブの弁体を移動させ，閉弁状態に

することにより，ピストンの上限位置を確認するものであるから，前記(ｱ)認定

の乙３１の２発明Ｂを実施したものであると認められる。 
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      (b) 被告製品５～７等である型式ＬＬＷのカタログ（甲１２）に

は，「省スペースを追求したコンパクトなリフトシリンダ」との記載があること

が認められる。 

      (c) しかし，本件特許１明細書には，実施例として，開閉弁機構

における弁体を水平方向に移動するよう設置する第１位置検出装置が記載されて

いる。当該実施例では，弁体は，出力部材により直接移動させられるものであり，

乙３１の２発明Ｂは，出力部材が伝動部材を介して間接的に弁体を移動させるも

のではあるが，その効果は，検出弁の配置の自由度が向上し，装置のピストンの

進退方向におけるコンパクト化を図り得るという点で，変わるものではない。そ

して，乙３１の２発明Ｂが，上記実施例の効果以外の効果を有することを認める

に足りる証拠はない。 

以上の事情を考慮すると，被告製品５～７等のうちセンサー仕様Ｅ及びＨの各

製品の販売により控訴人らが受けた利益については，上記製品につき乙３１－２

発明Ｂが実施されていることにより，特許権者が受けた損害の額であるとの推定

が覆されたと認めることはできない。 

   オ 代替品の存在について 

 控訴人らは，公然実施品（乙３５）が被告各製品等の代替品たり得るから，被

告各製品等の販売が行われない場合にその需要の全てが被控訴人における本件発

明の実施品に向かうという関係にはない旨主張する。 

しかし，前記のとおり，乙３５発明は，検出ロッドをピストンの方向にバネ力

により押圧する点で，本件発明１－１と異なる。この構成の差があっても，乙３

５発明に係る実施品が被告各製品等の代替品として競合し得ることを認めるに足

りる証拠はない。 

  カ 消費税分の加算について 

被告各製品等の１個当たりの利益額が，被告製品１等につき３万５０００円，

被告製品２～４等につき２万円，被告製品５～７等につき３万円であることにつ
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いては，当事者間に争いがなく，控訴人らが当該利益額とは別途に消費税相当額

につき利益を受けたことを裏付けるに足りる証拠はない。 

したがって，被控訴人が，控訴人らの本件特許権１の侵害行為により，前記の

被告各製品等の１個当たりの利益額の他に，その主張する消費税分の損害を被っ

たとは認められない。 

  キ 損害額について 

以上のとおりであって，被告各製品等の譲渡数量は，別紙控訴審販売数表記載

のとおりであることに争いはないから，被控訴人の控訴人らに対する共同不法行

為に基づく損害賠償請求として，連帯支払請求が認められるべき金額は，次のと

おりであると認定するのが相当である。 

  (ｱ) 平成２５年１１月６日～平成２７年２月２８日販売分について 

ａ 被告製品１等  

① 型式ＬＨＷ，センサー仕様Ｅ 

●●●☓３万５０００円☓０．９＝●●●●●●●●● 

     ② その他 

       ●●●●☓３万５０００円＝●●●●●●●●●● 

     ③ 小計 １６５０万２５００円 

    ｂ 被告製品２～４等 

 １６４個☓２万円＝３２８万円 

ｃ 被告製品５～７等 

 ２８２個☓３万円＝８４６万円 

ｄ 合計 ２８２４万２５００円 

ｅ 弁護士費用  ２８２万円 

   ｆ 総合計 ３１０６万２５００円 

   ｇ 遅延損害金 

前記ｆの金額に対する不法行為後である平成２７年４月１１日（訴状送達の日
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の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金  

  (ｲ) 平成２７年３月１日～平成２９年３月６日販売分について 

ａ 被告製品１等 

①  型式ＬＨＷ，センサー仕様Ｅ 

●●●☓３万５０００円☓０．９＝●●●●●●●●● 

②  その他 

   ●●●●☓３万５０００円＝●●●●● 

 ③ 小計 ６１２万８５００円 

ｂ 被告製品２～４等 

  ５０個☓２万円＝１００万円 

ｃ 被告製品５～７等 

  ９０個☓３万円＝２７０万円 

ｄ 合計 ９８２万８５００円 

ｅ 弁護士費用  ９８万円 

ｆ 総合計 １０８０万８５００円 

   ｇ 遅延損害金 

前記ｆの金額に対する不法行為後である平成２９年３月６日（最終不法行為日）

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金 

５ 結論 

以上の次第で，被控訴人の控訴人らに対する請求は，原判決別紙物件目録記載

の被告各製品の製造，販売，輸出，輸入，販売の申出（販売のための展示を含

む。）の差止め並びに損害賠償金４１８７万１０００円，及び，うち３１０６万

２５００円に対する平成２７年４月１１日から，うち１０８０万８５００円に対

する平成２９年３月６日から，各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の

連帯支払を求める限度で理由があり，その余は理由がないから棄却すべきである。 

よって，本件控訴は，理由がないからこれを棄却し，本件附帯控訴に基づき，
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原判決を本判決主文第２項のとおり変更することとして，主文のとおり判決する。 
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